
環境負荷低減事業活動の促進に関する大阪府基本計画の概要

【作成主体】 大阪府及び府内全4３市町村

【計画の主な目標】

・有機農業取組面積：74ha（R8）

・有機農業栽培技術の確立：５品目（R8）

・民間団体等との連携：100団体（R8）

【取組のポイント】
・ 有機農業及び農薬・化学肥料の使用を低減した

「大阪エコ農産物」の生産の推進に資する技術や経営

モデルの確立・普及を推進

・ 「農」分野での脱炭素社会の構築に向けた生産者・

消費者・事業者の一体的な取組である「Osaka

AGreen Action」を通じて、有機農産物や「大阪エコ
農産物」などの環境に配慮した農産物をはじめとした

大阪産(もん)の消費を促進
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○ 有機農業や「大阪エコ農産物」など環境に配慮した農産物の生産を推進するとともに、
「Osaka AGreen Action（おおさかアグリーンアクション）」を通じた生産者、消費者、事業者が
一体となったエシカル消費の拡大を図る。

■Osaka AGreen Action

■大阪エコ農産物(ロゴマーク)


